
令和８年度宮城県内高等学校卒業予定者の就職に関する申し合わせ 

 

 

 宮城県における高等学校卒業予定者の就職に関する取扱いについて、宮城県高等学校

就職問題検討会議において協議した結果、学校教育をさらに充実し、就職希望者の適正

な職業選択を確保するとともに求人秩序の確立を図り、併せて適正な推薦・選考が行わ

れるよう下記のとおり申し合わせる。 

 

１ 求人申込みの手続き等について 

（１） 求人申込みを行おうとする事業所は、管轄する公共職業安定所（以下「安定

所」という。）に求人申込書を提出して、選考期日、求人内容等について適正

であることの安定所の確認（求人票への確認印の押印）を受けた後、当該求

人票によって、高等学校に求人申込みを行わなければならないこと。 

（２） 上記(１)の手続きによらない求人申込みのあった場合には、高等学校は生徒

の推薦を行わず、確認印の押印のある求人票の提出を求め、その提出をまっ

て推薦を行うものとすること。 

（＊）民間職業紹介事業者を活用する場合は、この限りでない。 

（３） 求人申込みの受理の期日等については、安定所の確認事務の的確な実施等適

正な求人の確保を図るため次のとおりとすること。 

① 安定所における求人申込みの受理及び確認のための求人票の受付は、令和

８年６月１日から開始すること。 

② 安定所が確認した求人票の求人者への返戻は、令和８年７月１日以降開始

すること。 

③ 安定所で受理した求人票の学校への提示は、令和８年７月１日以降開始す

ること。 

④ 各安定所間の求人連絡は、令和８年７月１日以降開始すること。 

 

２ 求人者の求人活動のための学校訪問の取扱いについて 

学校における進路指導を通じて職業紹介を円滑に行うため、求人者等が行う求人活

動のための学校訪問の取扱いについては、次のとおりとすること。 

（１） 事前に学校の了解を得た上で行うこと。 

（２） 訪問する場合は、安定所の求人の受付において確認を受けた求人票の写しを

持参するか、又は、事前に送付しておくこと。 

（３） 訪問は、令和８年７月１日以降に行うこと。 

 

３ 文書募集の取扱い 

新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の開始時期は、令和８年７月１日以降と

すること。 

なお、文書募集を行う場合は次の条件によることとする。 

（１） 安定所において確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記載内容と異

なるものでないこと。 

（２） 広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の求人番号を

掲載すること。 

（３） 応募の受付は学校又は安定所を通じて行うこと。 

 



４ 推薦及び選考開始期日について 

  推薦開始の期日については、推薦文書の到達を令和８年９月５日以降とし、 

選考開始の期日については、令和８年９月 16日以降とすること。 

 なお、選考の判定の材料を得ることを目的とした適性検査等についても令和８年９

月 16日以降に実施することとし、当該検査等を選考開始期日以降に実施する場合であ

っても求人者の責任で実施すること。 

 

５ 選考方法等について 

  新規高等学校卒業者の採用にあたっては、本人の適性、能力等を重視した選考を行

うこととし、併せて次のことに留意すること。 

（１） 定時制課程及び通信制課程の卒業者と全日制課程の卒業者との間の差別的な

取扱いが行われないこと。 

（２） 男女雇用機会均等法の趣旨に沿った採用活動が行われるとともに、障害者に

対しては格別の配慮をすること。 

（３） 令和８年度においても新規大学等卒業者に係る就職協定が締結されないこと

から、新規高等学校卒業予定者の応募機会に影響が及ばないように、その採用

枠について格別の配慮をすること。 

（４） 適性や能力に関係のない併願応募の有無等の質問は行わないこととすること。 

（５） 職業安定法指針に基づき、求職者の個人情報は、業務目的に必要な範囲で、収

集目的を明示して収集することとし、人種・民族・社会的身分・門地・本籍・出

生地など差別の原因となるおそれのある事項、思想及び信条等を収集してはな

らない。 

ただし、特別な職業上の必要性が存在する場合等はこの限りでない。 

 

６ 応募・推薦のあり方について 

（１） 本県の高等学校に在籍する高校生が企業に応募する場合、令和８年９月 30日 

以前に選考日がある企業については、従来どおり１人１社のみの応募とし、令和

８年 10月１日以降に選考日がある企業については、県内外を含めて１人３社ま

で応募・推薦を可能とする。 

ただし、県外企業に応募する場合は、応募先都道府県の申し合わせ数の範囲

内とする。 

（２） 安定所は、企業から求人票の提出があったとき、複数応募制の趣旨説明を行

った上で、複数応募の可否について確認し、求人票に次のとおり表示する。 

① 複数の企業への応募を認める企業については複数応募欄に併願応募可能な 

令和８年 10月１日以降の日付を表示する。 

② 複数の企業への応募者を不可とする企業については複数応募欄に「不可」

と表示する。 

 

７ 選考日及び選考結果の通知等について 

（１） 求人票を提出しようとする企業は、求人票に選考月日・選考方法・採否決定 

期日を明示する。 

 

（２） 応募書類を受理した企業は、選考日時を速やかに決定し、校長及び学校を通 

じて本人に対して書面で通知する。 

 



 （３） 選考を実施した企業は、速やかに採否を決定し、概ね１、２週間以内を目途

に校長及び学校を通じて本人に対して書面で通知する。 

     なお、採否の決定に当たっては、採用内定取消しが生じないよう十分配慮す

る。 

（４） 企業から内定を受けた生徒は、速やかに就職先を決定し、高等学校を経由し、

各企業に対して内定の承諾又は辞退の意思表示を行う。 

 

８ 応募書類の様式 

  学校が求人事業所へ提出する応募書類については、全国高等学校統一応募書類の様

式に従って作成するものとする。 

 

９ 就業開始時期及び研修等について 

（１） 就業開始時期については、卒業式の翌日以後とすること。 

（２） 卒業式前に企業が実施する実習・研修等及び入社説明会等は、これを行わな

いこと。 

ただし、やむを得ず入社説明会等を実施しようとする場合は、学校と協議す

ること。 

 

10 職業紹介事業者が行う高等学校卒業予定者に係る職業紹介について 

（１） 職業紹介事業者を利用する場合においても、高等学校教育への影響を踏まえ

て、上記で示した日程や応募書類の様式等を厳守すること。 

（２） 職業紹介事業者が、生徒に対して求人情報の提供等を行う際には、当該生徒

が在籍する学校を通じて行うようにすること。 

（３） その他学校教育の円滑な実施に支障がないよう、職業紹介事業者と学校との

情報共有等を徹底し、生徒の職業選択について必要な配慮を行うこと。 

 

11  職業安定法以外の法律に基づく求人の取扱いについては、職業安定法に準ずる形

で取扱うものとすること。 

 

 

  令和８年３月 23日 

    宮城県高等学校就職問題検討会議 

一般社団法人宮城県経営者協会 専務理事                       

宮城県中小企業団体中央会 専務理事               

宮城県商工会議所連合会 常任幹事                 

宮城県商工会連合会 専務理事                     

協同組合仙台卸商センター 専務理事              

宮城県産業教育振興協会 理事長                   

宮城県高等学校進路指導研究会 会長               

宮城県高等学校長協会 就職対策委員会 代表幹事   

宮城県農業教育研究会 会長             

宮城県高等学校工業教育研究会 会長             

宮城県高等学校商業教育研究会 会長       

宮城県特別支援学校長会 会長                     

宮城県私立中学高等学校連合会 会長             



仙台公共職業安定所長                           

宮城県総務部私学・公益法人課長                       

宮城県経済商工観光部雇用対策課長               

宮城県経済商工観光部産業人材対策課長 

宮城県教育庁副教育長                  

宮城労働局職業安定部長                         


